
それぞれのメニューの対象施設の詳細については、３ページ目の「保育士資格等取得支援事業の対象者及び対象施設整理表」を参照してください。

佐賀県保育士資格等取得支援事業（補助金）について

佐賀県では、保育教諭（幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を取得された方）と保育士の増加を図り、子どもを安心して育てるこ
とができる環境を整備するため、保育士資格等取得支援事業（補助）を行っています。

※特例制度とは、保育士資格・幼稚園教諭免許状のいずれかを有する方について、一定の実務経験がある場合、通常より少ない単位の修得により、
有していない一方の資格・免許状を取得できる制度です。（令和６年度末まで（現時点予定）の特例制度です。）

★幼保連携型認定こども園に勤務する保育教諭については、幼稚園免許状と保育士資格の併有が必要とされています
令和６年度末（令和７年３月末）までは、いずれか一方の資格・免許状のみで保育教諭等となることができる特例の期間となっていますが、 同期限
までに併有が求められていますので、ぜひ特例制度及び補助金をご活用ください。

メニュー

①保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業
•認定こども園（に移行予定の施設も含む）に勤務する幼稚園教諭免許状を有する職員が、特例制度（※）により保育士資格を取得する
場合

②幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業
•幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ保育士資格を有しない者が、特例制度（※）により保育士資格を取得し、保育所等に保育士
又は保育教諭として勤務する予定の場合（特例制度の科目受講時点で対象施設に勤めている必要はありません）

③保育所等保育士資格取得支援事業
•保育所等に勤務する保育士資格を有しない職員（保育補助者、幼稚園教諭免許状のみを有する職員等）が、保育士養成施設卒業により保
育士資格を取得する場合又は保育士養成施設で一部科目を受講し、保育士試験のすべてを免除され、保育士資格を取得する場合

④保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業
•認定こども園（に移行予定の施設も含む）に勤務する保育士資格を有する職員が、特例制度（※）により幼稚園免許状を取得する場合

★施設向け

★施設向け

★施設向け

☆個人向け
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佐賀県保育士資格等取得支援事業（補助金）について

対象経費及び補助金額

【対象経費】 それぞれのメニューの要件において、保育士資格又は幼稚園教諭免許状を取得するのに要した以下の経費
 入学料（受講の開始に際し納付する入学金、併願登録料）
 受講料（面接授業料、受講にあたって必要な教科書代・教材費等）

※いずれの経費も、受講する養成施設や大学の長への支払いである必要があります。
（例えば、書店で購入した教科書代等は対象経費となりません。）

※いずれの経費の消費税も対象経費となります。

※以下の経費は対象経費となりませんのでご注意ください。
× 受講にあたって必ずしも必要とされない教科書代・補助教材費等
× 検定試験の受講料
× 補講費
× 養成施設や大学が定める修業年限を超えて修学した場合に必要となる経費
× 受講のための交通費及びパソコン、タブレット等の器材、文房具等の経費
× 振込手数料や分割払いに伴う手数料
× 養成施設や大学が実施する各行事参加費
× 学債等将来対象者に対して現金還付が予定されている費用

【補助金額】 対象経費の１／２の額 （メニュー①②④補助金の上限額：10万円）
（メニュー③ 補助金の上限額：10～30万円）

補助要件

 対象者が常勤職員（※）であること（※正規職員に加え、正規雇用と同等程度の勤務形態がある非正規雇用職員を含む。）
メニュー②においては、保育士資格取得後、常勤職員（※）として対象施設で勤務すること

 対象者は、資格又は免許取得後、対象施設において１年以上勤務すること（１年未満で辞めた場合は返還となるため要注意）
 メニュー①③④においては、勤務先の施設が対象経費を負担すること
（ただし、対象者が対象経費を一時的に負担し、後で勤務先の施設が対象者に支払うことも可能。その場合は、領収書が対象
者の氏名で発行されるため、後に施設から対象者へ対象経費相当額が支払われたことが確認できる書類の提出が必要。）

 保育士修学資金貸付事業や、雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同様の趣旨の事業による貸付や助成等を受けてい
ないこと

 対象経費の支払いを証明する書類（領収書や振込証明書類、クレジット契約証明書等）を保有していること ２



佐賀県保育士資格等取得支援事業（補助金）について

保育士資格等取得支援事業の対象者及び対象施設整理表

メニュー

実施要件

①保育教諭確保のた
めの保育士資格取得
支援事業

②幼稚園教諭免許状
を有する者の保育士
資格取得支援事業

③保育所等保育士資
格取得支援事業

④保育教諭確保のた
めの幼稚園教諭免許
状取得支援事業

対
象
者

県内の対象施設にて常勤職員として勤務
する者であって、右の資格を有する者
（ただし、メニュー②については、受講
時点においては勤務の有無を問わな
い。）

幼稚園教諭免許状

幼稚園教諭免許状

※受講時点において
は対象施設への勤務
の有無は問わない。

資格要件なし 保育士資格

対
象
施
設

保育所 ● ●

認定こども園 ● ● ● ●

認定こども園への移行を５年以内に予定
している施設 ● ● ●

（幼稚園のみ） ●

小規模保育事業所A型・B型 ●

事業所内保育事業所（地域型保育事業と
して認可を受けたもの） ●

証明書の交付を受けた認可外保育施設 ●

備考 ※公立は対象外

注）対象施設はいずれも佐賀県内の施設とする。 ３



佐賀県保育士資格等取得支援事業（補助金）について

１．養成施設・大学への入学、受講
⇒実施計画書の提出
・受講開始日の属する年度中に提出してください。入学の前後は問いません。
・ただし、同年度中に「５．対象施設での勤務開始」の日を迎える（同年度中に補助金交付申請及び実績報告を行う）場合
には、補助金交付申請及び実績報告を行う２週間前までに提出してください。

※交付要綱上の定めは上記のとおりですが、受講を予定した段階で、まずは担当までご一報ください。（TEL：0952-25-7616）

２．補助金の対象の可否の通知 【県】

３．養成施設等の卒業

５．対象施設での勤務開始
⇒完了報告書の提出、補助金交付申請及び実績報告を行う
・いずれも、対象施設での勤務を開始した日の属する月の末日までに提出してください。

※養成施設等での受講以前から対象施設で勤務しており、保育士証又は幼稚園教諭免許状の交付を受けたことにより、直ちに同施設におい
て保育士又は保育教諭として勤務する場合は、「対象施設での勤務開始日」は「保育士証又は幼稚園教諭免許状の交付日」と同日です。

６．補助金の交付決定及び額の確定通知 【県】
⇒補助金交付請求を行う

７．補助金の交付 【県】

４．保育士証又は幼稚園教諭免許状の交付 ※保育士証又は幼稚園教諭免許状に記載される登録日が交付日です

８．対象施設での勤務が１年を経過
⇒勤務実績報告書の提出
・対象施設で勤務を開始した日から１年を経過する日の属する月の末日までに提出してください。 ４


